
令和 8 年度              人権教育全体計画       江戸川区立南小岩小学校 

 
① 人権に関する法令等 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・学習指導要領 

・人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律 

・人権教育・啓発に関する基本

計画 

・東京都人権施策推進指針 

・東京都教育委員会の教育目標

及び基本方針 

・江戸川区教育委員会の教育目

標及び基本方針 

・人権教育の指導方法等の在り

方について 

・障害を理由とする差別の解消 

 の推進に関する法律（障害者

差別解消法） 

・江戸川区子どもの権利条例 

② 目標策定の方針 

〈児童の実態〉 

・明るく、素直である。 

・自分の思いをはっきり伝える

ことが不得意な児童もいる。 

〈保護者・地域の願い〉 

・基礎学力の定着・向上 

・安心して通える学校 

〈教師の願い〉 

・基礎学力の定着 

・自分の考えを進んで表現して

ほしい。 

④ 人権教育に関する 
指導の実態把握 

・思いやりのる児童の育成に重

点を置き、相手を思いやり仲

良く助け合える児童の育成

に努めている。 

・教職員の人権課題への理解、

人権教育への理解を進めて

いく必要がある。 

③ 学校の教育目標 

よく考える子 思いやりのある子 たくましい子 

⑦ 人権教育を通じて育てたい資質・能力 

・人権の発展、人権侵害に関する歴史や現状に関する

知識。 

・自他の価値を尊重しようとする意欲や態度 

・他者の痛みや感情を共感的に受容できるための想

像力や感受性 

 

⑤ 人権教育の目標 

・教育活動全体を通してあらゆる偏見や差別をなくそう

とする意欲や態度を育む。 

・自己を大切にし、他者と共に生きる心の育成に努める。 

 

・教育基本法 

 
⑥ 目指す児童像 

・意欲的に考え表現する児童 

・自他を尊重し、認め合う児童 

⑧ 普遍的な視点からの取組と個別的な視点からの取組 

・思いや考えを伝え合い認め合う心情や態度の育成 

・人権課題「子供」「高齢者」「障がい者」「同和問題」「インターネットによる人権侵害」 

 
⑨ 学年・学級経営 

・一人一人の個性や能力を生かし、学年、学級の一員としての存在感をもつことができるようにする。 

・教職員全員が、人権尊重の理念を十分に理解し、一人一人の人権を尊重する。 

 

⑩ 日常的な活動 

・インクルーシブ教育の構築に向けた、みつばち学

級と在籍学級との交流 

・たてわり班等における異学年交流 

・学級内プライバシーに関わる掲示物への配慮 

・人権教育推進啓発ポスターの掲示 

・敬称をつけた呼名 

・児童の心を傷付ける差別につながる表現の排除 

⑪ 教科等の指導 

・「特別の教科 道徳」「音楽」「図画工作」をはじめ

とした心の教育 

・児童会や異学齢集団の活動等における「いじめ撲

滅宣言」の取組 

・社会科における人権の発展、人権侵害等に関する

歴史や現状 

・「総合的な学習の時間」における、みつばち学級の

理解教育 

・敬称をつけた呼名 

・児童の心を傷付ける差別につながる表現の排除 

 ⑫ 人権教育の年間指導計画作成のための方針 

・自尊感情を高め、互いに認め合う学習や活動の工夫をする。 

・日頃から、身近な偏見や差別の不合理性に気付かせる。 

・「総合的な学習の時間」における、みつばち学級の理解教育 

 ⑬ 教職員の研修 

・生活指導研修での児童理解 

・校内の特別支援委員会 

・公開授業及び授業改善の研修 

・教職員交流による特別支援教育の充実 

⑭ 校種間の連携 

・中学校との授業交流や連絡、

連携を図る。 

 

⑮ 家庭・地域との連携 

・保護者会、ふれ愛まつり、もちつき 

集会等を通して、PTA や学校応援団、 

地域と連携した教育活動を図る。 

 


